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１. 医療保険者を取り巻く最近の動向について
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（１）働き方の多様化を踏まえた被用者保険の
適用の在り方に関する懇談会について
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被用者保険の適用拡大

第５回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会（2024.５.14 開催） （出席：川又理
事）

議題 短時間労働者に対する適用範囲の在り方について

発言

○ 今回のこの適用拡大の基本的な方向性については必要なことと考えているが、各団体のヒアリングの結

果などを見ても、様々な意見があって、事業経営あるいは人材確保をはじめ、メリット・デメリットが多様であ
る、判断が難しい、慎重に検討すべきという御意見も多くあったと考えている。被用者保険の今回のような適
用拡大が行われた場合は、おそらく新たな対象者の多くは協会けんぽに加入することになると思われるが、
医療保険の保険者機能を確保するという観点から、３点、重要であると考えている。

〇 １点目は、今も御議論があったが、被用者としての実態を実質的に備えているかどうかという点。年金と異
なり、医療保険については、被扶養者を含めた保険給付を行う、あるいは、健診や保健指導といった保健事
業を行っており、そうしたものをいかに円滑に実施していくかという観点は欠かせないだろうと思う。

〇 ２点目は、適用や保険料徴収などの実務が円滑に実施できるかどうかということ。

〇 ３点目は、医療保険の保険財政、保険者の保険財政への影響という観点である。

今回の論点である短時間労働者について、企業規模要件については、これまでの拡大の効果や実務への
影響を見極めながら、なくしていく方向が適当と考えるが、一方、労働時間の要件あるいは賃金の要件につ
いては、先ほどの被用者としての実態をどう考えるかというところに密接に関わっている問題と考えており、
慎重な検討が必要ではないかと思う。

〇 また、今後の具体的な見直し案を検討する前提としては、健保連からもお話しがあったが、医療保険の保
険財政への影響、保険者への財政影響も、今後、お示しいただければと考えている。
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被用者保険の適用拡大

第６回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会（2024.５.28 開催） （出席：川又理
事）

議題

（１）個人事業所に係る被保険者の適用範囲の在り方について

（２）複数の事業所で勤務する者、フリーランス、ギグワーカーなど、多様な働き方を踏まえた被用者保険の在
り方について

発言

○ 個人事業所への適用については、現行、勤め先の業種などにより、被用者保険の強制適用になるのか

否かが異なっているという状況であるが、この点は、経緯はあると思うが、合理的な説明が難しい面もあると
考えられるので、常時５人以上を使用する個人事業所については、基本的には適用を拡大していく方向とい
うのが望ましいのではないか。

〇 ただし、その際には、ヒアリングでも様々な御意見があった。関係する業種のそれぞれの事情、経緯、実
情などがあるので、関係者の御意見を踏まえながら、個別に、かつ丁寧に検討を進めていただければと考え
ている。

〇 あわせて、拡大した場合の各保険者への保険財政の影響というものについても留意をしていただきたい。

〇 また、複数の事業所で勤務する者についての取扱いであるが、働き方の多様化に伴って、何らかの対応
が必要であると考えられる一方、医療保険については、事業所を単位として被用者としての実態を実質的に
備えているかどうかという観点が重要であると考えている。

〇 したがって、被用者と個別の事業主との関係性を考慮することが必要であり、いくつかの契約を合算して
20時間になればいいという単純な話ではないと考えている。加えて、特に複数事業所の保険者が異なってい
る場合には、適用徴収、給付、保健事業といった、保険者の実務的な負担にも配慮する必要が出てくる。

また、フリーランス・ギグワーカーといった方々について、これは、実務上非常に多様な業務形態があると
いうことであり、ひとくくりには捉えられない面がある。被用者の概念をどのように整理していくかということを
含め、それぞれの実態に合わせて、慎重な検討が必要であると考えている。
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被用者保険の適用拡大

第７回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会（2024.６.11 開催） （出席：川又理
事）

議題 意見交換を踏まえた論点整理

発言

○ 本日お示しいただいたこの論点整理については、これまでのこの懇談会での議論を適切にまとめられてい
るものと考えている。

その上で、適用拡大の対象者は、主として我々協会けんぽのほうに加入することとなると思われるが、その
際、医療保険の保険者として、先ほど国保の話もあったが、協会けんぽとしても保険者機能というものを十分
確保できる仕組みとしていくという論点が非常に重要であると考えている。

被用者を対象とする医療保険であるが、事業所を単位として、事業主と加入者との一定の関係性を基礎と
して成り立っているということで、そういう意味で、被用者としての実態があるということは重要なところと考え
ている。

〇 医療保険の保険者としても、医療費の適正化であるとか、加入者の健康づくりという観点から、保険者機
能を発揮するということで、努力をしているところである。レセプトの点検、医療費通知、ジェネリックの使用促
進などに加えて、事業主の協力を得て、特定健診や特定保健指導などのフォローアップをさせていただいて
いる。最近では、事業所の健康宣言を推進したり、我々協会としては事業所健康度診断カルテというものを
つくって、その事業所の従業員の健康状態、医療費の状況などをチャート化して、例えばその業界の平均で

あるとか、その都道府県の平均と比較できるようにするとか、そうした取組を行っており、事業主と保険者が
協働して健康づくりを進める、コラボヘルスと呼んでいるが、そうした取組を進めて効果が現れていると思って
おり、こうした保険者機能としての意義は非常に大きいと考えている。
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被用者保険の適用拡大

第７回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会（2024.６.11 開催） （出席：川又理
事）

議題 意見交換を踏まえた論点整理

発言

〇 そうした観点から、各論についてコメントさせていただく。

まず、１点目の短時間労働者への適用拡大であるが、現在進められている拡大の効果、あるいは実務へ
の影響を踏まえて、企業規模要件については撤廃する方向で検討することが適当ではないかと考えている。

ただ、一方、労働時間要件、20時間の要件、あるいは賃金の要件については、先ほどの御意見にもあった
が、被用者としての実態、そういう観点から慎重な検討をお願いしたい。

〇 ２点目の個人事業所については、常時５人以上を使用する個人事業所については適用拡大の方向としつ
つ、ただ、対象となる様々な業種のそれぞれの事情や御意見にも留意して、丁寧な対応をお願い出来ればと
思う。

〇 ３点目、複数事業所で勤務する者、あるいはフリーランス等については、業務の形態が非常に多様である。

また、保険者としては適用、徴収、あるいは給付といった実務的な負担を考えると、現段階においては、一
律に対応を進めることはなかなか難しいのではないかと考えている。

なお、全体を通じて、今後具体的な制度の見直し案を策定するに当たっては、それぞれの保険者への財政
影響をお示しいただくように、重ねてお願いをさせていただく。
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被用者保険の適用拡大

第８回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会（2024.７.1 開催） （出席：川又理事）

議題 議論の取りまとめ（案）について

発言

〇 今回の議論の取りまとめ（案）については、これまでの懇談会と懇談会における議論をバランスよく整理い
ただいたものと考えている。今後、関係審議会でさらに具体的な検討をして進めていただき、スケジュールも
含めて、工程などを明らかにしていっていただければと思う。

〇 なお、これまでも発言させていただいたが、この取りまとめに当たり、改めて、医療保険制度においては、
保険者機能の強化と保険者機能の確保ということが重要課題であるということを指摘させていただきたい。こ
の点については、７ページなどで既に記載いただいていると考えており、修正ということではない。

〇 今回の適用拡大の対象者、多くは協会けんぽに加入するということになるが、協会けんぽとしては、加入
者の健康づくりの推進あるいは医療費の適正化の観点から、事業者のご協力もいただきながら、健診や保
健指導の実施、健康宣言事業所、コラボヘルスの取組、ジェネリック医薬品の利用促進など、保険者として
の主体的な取組を行っているところである。ただ、協会けんぽとしては、中小企業が多いということ、あるいは
様々な業種の事業主が加入されているので、健保組合のような一体感というものは、必ずしもないという中で、
現在でもその取組に苦労しているところが実情である。

こうした保険者機能が、引き続き確保されるためには、被用者としての実態を備えていることというところが
重要な要素であると考えており、今後の見直しに当たっては、ぜひ配慮をお願いしたいと思う。

〇 今後の関係審議会での検討においては、具体的な制度の見直しについて、適用や徴収、給付などの事務
処理負担への対応ということ、それから、各保険者への財政影響の試算を、できるだけ早く、お示しいただい
て、具体的な検討の議論を進めていただければと思う。
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被用者保険の適用拡大

第８回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会（2024.７.1 開催） （出席：川又理事）

議題 議論の取りまとめ（案）について

発言

（「特定の事業所において一定程度働く者」の記載に関して「全ての被用者」との文言に種別修正すべきとの
意見について）

〇 先ほどの私の意見の中でも保険者としての機能というところで、実質的な被用者として言えるかということ
が重要だと申し上げたが、このフレーズの続くところ、特定の事業所において、一定程度働く者については、
事業主と被用者との関係性を基本として云々ということで、全てということ、何が被用者かという議論もあるわ
けだが、その中でも事業者との関係性という中での文脈の被用者ということだと思うので、そもそも被用者と
いう定義がなかなか難しい中でのことであり、ここの議論の論点としては、特定の事業所において一定程度
働く者というのが実質的な被用者性を備えている者については、ということだと思うので、私としては原案のま
までお願いできればと思う。

（複数事業所で勤務する者の中長期的な視点の文言を削除すべきとの意見について）

〇 先ほども被用者の実質ということを申し上げたが、やはり足して何時間ということではなく、どこかの事業
者が、被用者と使用者との関係、事業主との関係になるというところは、今の段階では、非常に重要なところ
だと考えているので、検討課題ではあると思うし、今後、IT化、マイナンバーカードの情報を使うとか色々な仕

組みでできる可能性もあるが、やはり、現時点では、なかなかすぐには実現できない、課題として検討してい
くということでよろしいのではないかと思う。
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（２）経済財政運営と改革の基本方針2024の決定



（１） 経済財政運営と改革の基本方針2024の決定（令和６年６月21日 閣議決定）
（主な箇所抜粋）

（１）ＤＸ
（略）

（医療・介護・こどもＤＸ）

医療・介護の担い手を確保し、より質の高い効率的な医療・介護を提供する体制を構築するとともに、医
療データを活用し、医療のイノベーションを促進するため、必要な支援を行いつつ、政府を挙げて医療・介
護ＤＸを確実かつ着実に推進する。このため、マイナ保険証の利用の促進を図るとともに現行の健康保険
証について2024年12月２日からの発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する。

（略）

医療ＤＸに関連するシステム開発、運用主体として、社会保険診療報酬支払基金について、国が責任を
持ってガバナンスを発揮できる仕組みを確保するとともに、情報通信技術の進歩に応じて、迅速かつ柔軟
な意思決定が可能となる組織へと抜本的に改組し、必要な体制整備や医療費適正化の取組強化を図る
ほか、医療・介護ＤＸを推進し、医療の効果的・効率的な提供を進めるための必要な法整備を行う。
（略）

電子処方箋について、更なる全国的な普及拡大を図る。
（略）

第２章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現
～賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上～
３．投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応
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（１）全世代型社会保障の構築
少子高齢化・人口減少を克服し、「国民が豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社会」を目指すた

めには、国民の将来不安を払拭し「成長と分配の好循環」の基盤となる改革を進めるとともに、長期推計を
踏まえ、中長期的な社会の構造変化に耐え得る強靭で持続可能な社会保障システムを確立する必要が
ある。このため、中長期的な時間軸も視野に入れ、医療・介護ＤＸやＩＣＴ、ロボットなど先進技術・データの
徹底活用やタスクシフト／シェアや全世代型リ・スキリングの推進等による「生産性の向上」、女性・高齢者
など誰もが意欲に応じて活躍できる「生涯活躍社会の実現」、「こども未来戦略」の効果的な実践による
「少子化への対応」など関連する政策総動員で対応する。

また、現役世代の消費活性化による成長と分配の好循環を実現していくためには、医療・介護等の不断
の改革により、ワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑制することが極めて重要である。こ
のため、持続可能な社会保障制度の構築に向け、能力に応じ全世代が支え合う「全世代型社会保障」構
築を目指し、経済・財政一体改革におけるこれまでの議論も踏まえて策定された改革工程に基づき、その
定める「時間軸」に沿った改革を次に掲げるとおり着実に推進する。その際、全世代型社会保障の将来的
な姿について、国民に分かりやすく情報提供する。

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 ～「経済・財政新生計画」～
３．主要分野ごとの基本方針と重要課題
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（医療・介護サービスの提供体制等）
高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応するため、限りある資源を有効に活用しながら、質の高い

効率的な医療・介護サービスの提供体制を確保するとともに、医療・介護ＤＸの政府を挙げての強力な推
進、ロボット・デジタル技術やＩＣＴ・オンライン診療の活用、タスクシフト／シェア、医療の機能分化と連携な
ど地域の実情に応じ、多様な政策を連携させる必要がある。

国民目線に立ったかかりつけ医機能が発揮される制度整備、地域医療連携推進法人・社会福祉連携推
進法人の活用、救急医療体制の確保、持続可能なドクターヘリ運航の推進や、居住地によらず安全に分
べんできる周産期医療の確保、都道府県のガバナンスの強化を図る。地域医療構想について、2025年に
向けて国がアウトリーチの伴走支援に取り組む。また、2040年頃を見据えて、医療・介護の複合ニーズを
抱える85歳以上人口の増大や現役世代の減少等に対応できるよう、地域医療構想の対象範囲について、
かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携、人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体に拡大
するとともに、病床機能の分化・連携に加えて、医療機関機能の明確化、都道府県の責務・権限や市町村
の役割、財政支援の在り方等について、法制上の措置を含めて検討を行い、2024年末までに結論を得る。

（略）

このほか、がん対策、循環器病対策、難聴対策、難病対策、移植医療対策、慢性腎臓病対策、アレル
ギー対策、依存症対策、栄養対策、睡眠対策、COPD対策等の推進や、予防接種法に基づくワクチン接種
を始めとした肺炎等の感染症対策の推進を図るとともに、更年期障害や骨粗しょう症等に対する女性の健
康支援の総合対策の推進を図る。

また、全身の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の活用と国民への適切な情報提供、生涯を通じた
歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）に向けた具体的な取組の推進、オーラルフレイル対策・疾病の重症
化予防につながる歯科専門職による口腔健康管理の充実、（略）を推進する。

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～
３．主要分野ごとの基本方針と重要課題
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（医療・介護保険等の改革）
給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、関連法案の提出も含め、各種医療保

険制度における総合的な検討を進める。こうした改革を進めるに当たっては、審査支払機関による医療費
適正化の取組強化、多剤重複投薬や重複検査等の適正化に向けた実効性ある仕組みの整備を図り、国
民健康保険制度については、都道府県内の保険料水準の統一を徹底するとともに、保険者機能の強化
等を進めるための取組を進め、人口動態や適用拡大による加入者の変化等を踏まえ、医療費適正化や
都道府県のガバナンス強化等にも資するよう、調整交付金や保険者努力支援制度その他の財政支援の
在り方について検討を行う。また、国際比較可能な保健医療支出統計の整備を推進する。

介護保険制度について、利用者負担が２割となる「一定以上所得」の判断基準の見直し、ケアマネジメン
トに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方については、第10期介
護保険事業計画期間の開始の前までに検討を行い、結論を得る。

（略）

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～
３．主要分野ごとの基本方針と重要課題
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（予防・重症化予防・健康づくりの推進）
健康寿命を延伸し、生涯活躍社会を実現するため、減塩等の推進における民間企業との連携、望

まない受動喫煙対策を推進するとともに、がん検診の受診率の向上にも資するよう、第３期データ
ヘルス計画に基づき保険者と事業主の連携（コラボヘルス）の深化を図り、また、予防・重症化予
防・健康づくりに関する大規模実証研究事業の活用などにより保健事業やヘルスケアサービスの創
出を推進し、得られたエビデンスの社会実装に向けたＡМＥＤの機能強化を行う。元気な高齢者の
増加と要介護認定率の低下に向け、総合事業の充実により、地域の多様な主体による柔軟なサービ
ス提供を通じた効果的な介護予防に向けた取組を推進するとともに、エビデンスに基づく科学的介
護を推進し、医療と介護の間で適切なケアサイクルの確立を図る。また、ウェアラブルデバイスに
記録されるライフログデータ（睡眠・歩数等）を含むＰＨＲについて、医療や介護との連携も視野
に活用を図るとともに、民間団体による健康づくりサービスの「質の見える化」を推進する。

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～
３．主要分野ごとの基本方針と重要課題
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（創薬力の強化等ヘルスケアの推進）

（略）

イノベーションの進展を踏まえた医療や医薬品を早期に活用できるよう民間保険の活用も含めた
保険外併用療養費制度の在り方の検討を進める。

（略）

引き続き迅速な保険収載の運用を維持した上で、イノベーションの推進や現役世代等の保険料負
担に配慮する観点から、費用対効果評価の更なる活用の在り方について、医薬品の革新性の適切な
評価も含め、検討する。また、休薬・減薬を含む効果的・効率的な治療に関する調査・研究を推進
し、診療のガイドラインにも反映していく。医薬品の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品業
界の理想的な姿を見据え、業界再編も視野に入れた構造改革を促進し、安定供給に係る法的枠組み
を整備する。バイオシミラーの使用等を促進するほか、更なるスイッチＯＴＣ化の推進等によりセ
ルフケア・セルフメディケーションを推進しつつ、薬剤自己負担の見直しについて引き続き検討を
進める。

（略）

2025年度薬価改定に関しては、イノベーションの推進、安定供給確保の必要性、物価上昇など取
り巻く環境の変化を踏まえ、国民皆保険の持続可能性を考慮しながら、その在り方について検討す
る。

（略）

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～
３．主要分野ごとの基本方針と重要課題
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（働き方に中立的な年金制度の構築等）
公的年金については、働き方に中立的な年金制度の構築等を目指して、今夏の財政検証の結果を

踏まえ、2024年末までに制度改正についての道筋を付ける。勤労者皆保険の実現のため、企業規模
要件の撤廃を始め短時間労働者への被用者保険の適用拡大の徹底、常時５人以上を使用する個人事
業所の非適用業種の解消等について結論を得るとともに、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働く
ことができるよう、「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用促進と併せて、制度の見直しに取り
組む。

（社会保障・少子化をめぐる中長期課題への対応）

都市・地方など地域ごとの社会環境の相違を意識しつつ、具体的なコミュニティをフィールドに、健康医療、
こども子育て支援分野において、「未来志向型モデルプロジェクト」（仮称）を実践し、縦割りを越えた政策
連携の下、アジャイル型により先進技術・データを実装しながら政策の実証を行う。その際、全世代型健康
診断によるプロアクティブケアの推進、ウェアラブル端末などの活用による健康データの利活用などの視
点も踏まえた未来型健康医療モデル、地域の実情に応じた官民連携の実効性ある少子化対策・こども子
育て支援実装モデルの実証とともに、既存の事業の効果的な活用等といった観点からの対応の検討など
分野横断的かつ包括的で地域の実情に応じた効果ある支援を行う。

また、健康寿命の延伸や女性・高齢者等の高い勤労意欲を踏まえ、更なる健康へのインセンティブ、働
き方に中立な社会保障制度の確立や働き方改革などを一体的に推進する政策パッケージを取りまとめる
などにより、年齢・性別にかかわらず生涯活躍できる環境整備を推進する。

（略）

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
３．主要分野ごとの基本方針と重要課題
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（２）少子化対策・こども政策
こども未来戦略、こども大綱やこどもまんなか実行計画2024に基づき、全てのこども・若者が将来にわ

たって幸せな状態で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を実現し、その結果として、少子化の流
れを変え、社会経済の持続可能性を高めていく。こうした施策の実施に当たっては、数値目標を含めた指
標を活用してＰＤＣＡを推進するなどＥＢＰＭを確実に実行し、ワイズスペンディングにつなげる。

（加速化プランの着実な実施）
若い世代の所得の増加と社会全体の構造・意識の変革、全てのこども・子育て世帯への切れ目な

い支援の観点から、改正子ども・子育て支援法等を始めとして、加速化プランに盛り込まれた施策
を着実に実施する。具体的には、経済的支援の強化（児童手当の本年10月分からの抜本的な拡充、
出産等の経済的負担の軽減、高等教育費の負担軽減、住宅支援の強化等）、全てのこども・子育て
世帯を対象とする支援の拡充（伴走型相談支援、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善、保育士配置基
準の改善、こども誰でも通園制度、放課後児童対策、多様な支援ニーズへの対応等）、共働き・共
育ての推進（2025年度からの出生後休業支援給付や育児時短就業給付の創設等）に取り組む。これ
らの財源として、改革工程に基づく徹底した歳出改革等を進めるとともに、実質的な負担を生じさ
せずに2026年度から子ども・子育て支援金制度を導入することとし、必要な環境整備等を進める。
あわせて、官民が連携して、社会全体でこども・子育て世帯を支える意識を醸成する取組を「車の
両輪」として進める。

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
３．主要分野ごとの基本方針と重要課題
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（３）後発医薬品にかかる新目標等について
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2024年３月14日 第176回社会保障審議会医療保険部会 資料１
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2024年３月14日 第176回社会保障審議会医療保険部会 資料１



社会保障審議会 医療保険部会

第176回 医療保険部会（2024.３.14開催） （出席：北川理事長）

議題 後発医薬品に係る新目標について

発言

〇 後発医薬品に係る新目標については、バイオシミラー及び金額ベースの副次目標を新たに設定すること
について、数量ベースの取組が頭打ちになりつつある中で、取組を強化するべき分野を見える化するという
観点からは賛成する。こまめな状況点検や目標の在り方の検討を行っていただくようお願いしたい。

〇 1点、資料の10ページでフォーミュラリの推進について触れられているが、特にバイオシミラーについては、
従来フォーミュラリの取組が進められてきたジェネリック医薬品に比べ、患者の選択よりも医療機関側の選択
が大きく影響するところである。実際、各地の地域医療連携推進法人等において、バイオシミラーをフォー
ミュラリに追加する動きが出てきている。フォーミュラリについては、一部のアクターのみならず、地域の医療
関係者、都道府県、各保険者が連携して対応していく必要があるため、国としてガイドラインの周知やデータ
セットの提供など、積極的なご支援をお願いしたい。

議題 （報告事項）第3期医療費適正化計画に関する進捗状況の調査・分析結果について

発言

〇 医療費適正化計画については、各都道府県が地域の医療関係者や保険者と連携して進める医療費適正
化の重要な基盤となるものであり、その趣旨を十分に発揮していくためには、適切なPDCAでの管理が必要
不可欠だと考えている。この第3期の結果について適切な調査分析を進めて、その評価を効果的に第4期の
医療費適正化計画に反映していただければと思っている。

また、当協会の運営委員会においても、委員から医療費適正化についてはベストプラクティスを集約し、モ
デル化して活用すべきではないかとの意見が出ており、私どもの各支部においても、そうした観点から各都
道府県の取組において積極的に関与していくよう、指示をしているところである。

ぜひこうした活動が進展していくよう、国・都道府県のレベルにおいても適切なサポートをお願いできればと
考えている。

25



26
26

2024年５月22日 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会報告書
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（４）令和６年度診療報酬改定について
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令和６年３月５日 令和６年度診療報酬改定【全体概要版】
厚生労働省
保険局医療課
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２. 審議会での意見発信について
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（１）社会保障審議会医療保険部会
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①マイナンバー

第177回 社会保障審議会医療保険部会（2024.４.10 開催） （出席：北川理事長）

議題 マイナ保険証の利用促進等について

発言

○ 本テーマについて、５月から７月にかけて集中取組月間として総力を挙げて取り組むという方針について
は、協会けんぽとしても全面的に御協力申し上げたい。

具体的なところでは、マイナ保険証の一層の普及に向けて、引き続き、先ほど御紹介があった健康保険組
合連合会に作成いただいた動画の積極的な活用や、全国で毎日平均約2,000名が訪れる協会けんぽ支部の
窓口に個別にポスターを掲示している。また、手稿するチラシにも既に利用勧奨文言の掲載や、事業所等へ
の啓発チラシの配布、こういったことも可能な限りの接点を通じて周知啓発に取り組んでいこうとしている。

また、前回発言させていただいた国の広報計画の全体像についても、今回お示しいただき、大変ありがとう
ございます。これも参考にしながら、我々も取り組んでまいりたいと考えている。

個別の施策ではあるが、19ページから23ページにあるような個々の医療機関等での好事例の共有という
のは非常に効果的だと考えており、こうした面での展開も引き続きよろしくお願いしたい。
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①マイナンバー

第178回 社会保障審議会医療保険部会（2024.５.15 開催） （出席：北川理事長）

議題 マイナ保険証の利用促進等について

発言

○ 先般の医療DX推進フォーラムについては、私も参加させていただき、改めてマイナ保険証の利用促進に
向けた機運の高まりを肌で感じたところである。協会としても、マイナ保険証の一層の普及に向けて、これま
での周知啓発活動に加え、５月から７月の集中取組月間においてさらなる周知啓発に取り組んでいきたいと
考えている。今、御指摘があったような保険証の切替えとか、あるいは医療費の通知とか、そういった機会を
捉えて、加入者の皆さんにリーフレットをお届けするというような活動はもう着手しているところである。

〇 １点、関連して申し上げたいことがあり、マイナ保険証への円滑な切替えを進めるに当たり、保険者として
は、資格情報のお知らせ、あるいは資格確認書という大きな新しい体制整備が必要であり、現在、そうした実
務面での重要な取組を全力で進めているということである。

協会では、本年９月に資格情報のお知らせを全加入者約4,000万人に対して送付するという非常に重要な
オペレーションを予定している。マイナ保険証の切替えを円滑に進めるに当たっては、全加入者にこの資格
情報のお知らせを滞りなくお届けするということが必須なものであるが、規模の面で困難さは一際のものがあ
る。事業主の皆様の御協力も不可欠であり、関係経済団体にも御協力をお願いしている。この場をお借りし
て、改めて御協力をお願い申し上げる。

〇 この資格情報のお知らせ送付に併せて、マイナ保険証の啓発チラシの同封も行う予定であり、この集中取
組月間とつながる形で、全加入者に直接お読みいただける重要な機会になると考えているところである。ま
た、そのタイミングに、加入者からのマイナンバーに関する問合せを一元的に対応するコールセンターを設置
する予定としている。その際、今、社会の新たな課題である外国人労働者の増加も踏まえ、協会としても国際
化対応を新たなテーマに加えているところであり、このコールセンターでは22か国語（※）対応を可能とする予定
である。増加する外国人労働者の不安軽減につながればと考えている次第である。
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（※）コールセンター対応言語
英語、中国語、韓国語、スペイン語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、ビルマ語、フランス語、
ドイツ語、イタリア語、ロシア語、マレー語、クメール語、モンゴル語、シンハラ語、ヒンディー語、ベンガル語、ウルドゥー語



①マイナンバー

第179回 社会保障審議会医療保険部会（2024.６.21 開催） （出席：北川理事長）

議題 マイナ保険証の利用促進等について

発言

○ 私からは２点申し上げたい。

受診時のマイナ保険証による資格確認の円滑化に向けた対応ということに関連して、協会けんぽとしても、
今、この対応の徹底に取り組んでいるところであるが、円滑な事務処理のためには、まず大原則である省令
上の義務となっている届出書へのマイナンバーの記載が徹底されることが何より重要なファクターであると認
識している。この部分さえきちんと100％に向けていくことによって、スピードアップということは自動的に達成
できると考えており、これについての関係者の御尽力を我々も期待したい。

というのも、現在、マイナンバー未記載の届出書であっても、５情報が記載されていれば受付が行われてお
り、その場合、J-LIS照会などで時間を要して保険者によるデータ登録が遅くなり、マイナンバーがそもそも取
得できないということが発生している。今後はマイナンバーによる届出を前提とするよう、さらに事務フローの
見直し等を御検討いただければ幸いである。

〇 もう１点は、前回の会議でも申し上げたとおり、協会としても今後のマイナ保険証の一層の普及に向けて
の周知・啓発に取り組んでいるところであるが、本年12月から本格的にマイナンバーカードと保険証の一体
化ということに向けた資格確認書等の新たな仕組みがスタートする。これに向けての準備に今、精力を傾け
ているところであるので、ぜひこの制度設計の詳細等、さらなるスピードアップに向けた当局の御尽力もお願
いしたい。

42



①マイナンバー

第180回 社会保障審議会医療保険部会（2024.７.３ 開催） （出席：北川理事長）

議題 マイナ保険証の利用促進等について

発言

○ マイナ保険証の利用促進と一体化に向けて取組が進んでくると、やはり国民の皆様が制度への疑問を抱
く機会も増えてくると考えている。先日も外部の方とお話ししたときに、12月になると保険証が使えなくなる、ど
うしたらいいのだろうというレベルの会話を受けて、非常に驚いた意識も持ちました。

〇 先般の部会においても御紹介させていただいたが、協会けんぽでは、この９月に資格情報のお知らせを
全加入者約4,000万人に配布する。そのタイミングで、加入者からのマイナンバーに関する問合せに一元的
に対応するためのコールセンターを設置する予定である。マイナンバーの登録状況や資格情報のお知らせ
の送付状況など、協会に関連することについては、この協会のコールセンターで対応するが、マイナンバー
制度の意義、あるいはマイナンバーカードの安全性等、一般的なお問合せについては、ぜひとも既に設置さ
れている国のコールセンターで御対応を進めていただければと考えている。

〇 こうした紹介窓口の拡充については、今後も進められてくると思うが、利用者、関係者が、内容によって、
どこに問い合わせてよいか混乱することがないよう、国においても、この機会に改めて整理いただき、特に国
のコールセンターについての御周知も強化いただくとともに、対応体制の強化も図っていただければと考えて
いる。
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②制度改正等

第178回 社会保障審議会医療保険部会（2024.５.15 開催） （出席：北川理事長）

議題 （報告事項）妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会の設置について

発言

○ 本件については、先ほどの佐野委員からの御指摘のとおり、医療保険制度の在り方に関わる大変重要な
テーマであり、今回設置される検討会において、他制度への影響や財政面への検証も含めた議論を尽くして
いただくようお願いしたい。

〇 保険者としては、健康保険法に規定されている出産に対する給付としてこれまで積み上げられてきた考え
方から、現下の最重要政策の１つである子ども・子育てへのより手厚い体制づくりという考え方の下、この分
野への新たな分かち合いを健康保険が手助けしていく考え方を援用していくという、その方向性は理解でき
るものと考えている。その際、出産に関連する広義の医療費全体についても、これを機会に医療費適正化の
観点から、幅広い御議論をいただければと考えている。
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第179回 社会保障審議会医療保険部会（2024.６.21 開催） （出席：北川理事長）

議題 （報告事項）妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会の設置について

発言

○ 本件、出産育児一時金や出産手当金など、健康保険における出産に関する給付を担う保険者としてこの
検討会の議論に大変注目している。分娩が地域でどのように行われているのか、検討会の議論を通して加
入者にも広く伝えていただいているということを祈念している。



②制度改正等

第179回 社会保障審議会医療保険部会（2024.６.21 開催） （出席：北川理事長）

議題 （報告事項）医療費における保険給付率と患者負担率のバランス等の定期的な見える化について

発言

○ 協会けんぽの立場で一言だけコメントさせていただきたい。

少子高齢化が急速に進行しているので、医療保険財源が直面している厳しい現状について国民に分かりや
すい形で公表していくということは大変重要だと考えている。特に自己負担について、一般に３割負担という
ことで理解されているが、この資料にあるように高額医療費制度等により実際には15％にとどまっている。

やはり国民皆保険制度、また、日本の医療制度の非常にすばらしい面についてもっと広く周知していただき
たいと考えている。私どももそういった活動はぜひ取り組んでいきたいと思っているが、今回のホームページ
での公表にとどまらず、機会を捉えて広く周知・啓発を図っていただきたいと考えている。
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②制度改正等

第180回 社会保障審議会医療保険部会（2024.７.３ 開催） （出席：北川理事長）

議題 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会について

発言

○ 今回の適用拡大の方向性については、冒頭、佐野委員からも御発言があったとおり、被用者保険者として
は、社会環境の変化に対応した持続可能な社会保障制度維持の観点からは必要なものだと理解している。

〇 一方、今回、見直しの対象者の多くは協会けんぽに加入することが想定されているが、協会としては、加
入者の健康づくりの推進や医療費の適正化に向けての保険者機能の発揮に当たっては、事業主との連携が
大変重要だと考えている。そうした観点からは、保険者機能が引き続き確保されるためには、対象者が被用
者としての実態を備えているということが非常に重要な要素であると考えており、今後の適用拡大に当たって
は、そうした実態面への配慮をお願いしたいと考えている。

〇 また、具体的な制度見直しに当たっては、適用徴収、給付などの事務処理負担、さらには、大規模な人数
での制度間での移行実務、こうしたことについても実現可能な手段、期間等にご配慮いただきたいと考えて
いる。特に各保険者への財政影響の試算、これについてはできる限り早くお示しいただければありがたいと
考えている。
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②制度改正等

第180回 社会保障審議会医療保険部会（2024.７.３ 開催） （出席：北川理事長）

議題 （報告事項）こどもにとってより良い医療の在り方

発言

○ 資料３のこどもにとってより良い医療の在り方についてコメントさせていただきたい。

こどもにとってのより良い医療の実現を目指すとともに、限られた医療資源の適切な配分を図るということ
は、医療保険の持続可能性の確保のためにも大変重要だと考えている。協会けんぽとしても、SDGｓの観点
から、持続可能性に資する戦略的保険者機能の捉え直しを現在やっている。特にこども向けにヘルスリテラ
シーの一層の向上や、将来の加入者としての健康増進に向けて、学齢期を対象とした健康教育に取組を強
化していきたいと考えている。

〇 医療費適正化等も、広く申し上げれば国民のヘルスリテラシーの向上が不可欠であり、持続可能性という
ことを考えれば、こどもの健康教育への投資こそが、急がば回れのよりよい選択肢の一つになるのではない
かと考えているところである。

〇 既に一部の支部においては、地域の教育委員会と連携した取組を実施しているが、この４月から本部にこ
ども健康教育プロジェクトチームを立ち上げて、こうした取組を全国ベースで推進できるよう活動を進めてい
るところである。こうした貢献を通じて、協会けんぽとしても、持続可能で質の高いこども医療の実現に取り組
んでまいりたいと考えている。
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（２）中央社会保険医療協議会
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① 医療DX

第590回 中央社会保険医療協議会 総会（2024.６.12開催） （出席：鳥潟理事）

議題 医療DX推進体制整備加算に係るヒアリングについて（案）

発言

〇医療DX推進体制整備加算は令和６年10月1日からの適用と、同年12月2日からのマイナンバーと健康保険
証の一体化に向けた最後の頑張りが求められる時期の導入となり、実態を的確に踏まえた要件の設定が不
可欠である。

〇その意味で、調査客体数が「各10施設程度」と限られていることに若干不安を覚える。客体数を増やすこと
が難しい場合は、少なくとも利用率等が幅広く分布するような形での抽出をお願いしたい。

〇また、今回のヒアリングの対象ではないが、本加算については附帯意見のとおり「電子処方箋の導入状況
および電子カルテ共有サービスの整備状況を確認しつつ、評価の在り方について引き続き検討する」こととさ
れている。電子処方箋の導入及び電子カルテ共有サービスの整備は道半ばと認識しており、その点につい
てもきめ細やかな状況把握をお願いしたい。
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（３）保険者協議会中央連絡会
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保険者協議会

第３９回 保険者協議会中央連絡会（2024.３.27 開催） （出席：川又理事）

議題 厚生労働省保険局医療介護連携政策課からの説明

発言

○ 協会けんぽとしても、保険者機能の強化ということで、来年度、令和６年度から３年間のアクションプランを
策定した。このプランに基づいてデータ分析を通じて得られたエビデンスなどに基づき、関係団体と顔の見え
る地域ネットワークを活用して、国や都道府県の審議会、あるいはこの保険者協議会で積極的に発言をして
いきたいと考えている。

○ 厚生労働省のご説明について、いくつか個別にコメントをさせていただく。

まずは、第４期の医療費適正化計画について、各都道府県が地域の医療関係者、保険者と連携して進め
る医療費適正化計画の趣旨を貫徹するために、適切なPDCAの管理が必要不可欠であると考える。協会の

運営委員会においても、委員からは医療費適正化にかかるベストプラクティスを集約して、モデル化をして活
用すべきではないかという意見をいただいている。都道府県の取組の評価・分析、好事例の横展開などをお
願いしたい。

例えば、資料にもフォーミュラリの推進という記載があった。特にバイオシミラーに関しては、患者の選択と
いうよりも医療機関側の選択が大きく影響するところである。一部のアクターのみならず、地域の医療機関、
医療関係者、都道府県、各保険者が連携して対応していけるように、国としてガイドラインの周知、データセッ
トの提供など、積極的な支援をお願いしたいと考えている。

〇 次に、第４期の特定健診・特定保健指導の見直しであるが、来年度から特定保健指導へのアウトカム評
価の導入がある。実施率の向上に加えて、保健指導の質の向上にさらに取り組む必要がある。アウトカム評
価の状況について分析・共有をいただくようにお願いする。

〇 また、特定健診や特定保健指導を着実に実施していく上で、健診・保健指導機関等への業務委託は不可
欠であるが、一方では、例えば「要精密検査」あるいは「要治療」といった結果にもかかわらず「異常なし」と
いった通知をするという誤通知、事務処理の誤りなどが発生している。こうした中、電子カルテの情報共有
サービスの稼働に向けた諸準備の一環として、健診機関から直接マイナポータルに健診結果のデータをアッ
プロードするといったことが議論されているが、協会としては、この点について懸念を表明しているところであ
る。 53



保険者協議会

第３９回 保険者協議会中央連絡会（2024.３.27 開催） （出席：川又理事）

議題 厚生労働省保険局医療介護連携政策課からの説明

発言

○ 協会においては、個別契約している生活習慣病予防健診などについては、重大な事案が発生した場合に
は、業務の一部停止、必要な対応について契約書などに明記して、発生の防止などに取り組んでいる。一方、
集合契約で実施している健診・保健指導についても同様なリスクがあると考えている。加入者保護の観点か
らは、各保険者が連携して事案の発生状況、抑止・防止策について、協力して取り組む体制を構築していくこ
とが必要と考える。

○ 次に、事業主健診情報であるが、その取得については思うように進んでいない。事業主健診情報が保険
者へ円滑に情報提供されるように、国においては、事業主及び健診の実施機関に対して、契約書のひな型
の普及、個人情報保護法上の取り扱いの周知に一層お力を入れていただくようにお願いしたい。

〇 オンライン資格確認について、協会としてもマイナ保険証の利用促進に向けて、ホームページにおけるマ
イナンバー特設ページの開設、納入告知書への制度周知のリーフレットの同封など、積極的に取り組んでい
る。今後とも、一層の普及に向けて、マイナ保険証関係のチラシ、ポスターの各支部窓口への設置、さまざま
な機会を通じた周知・啓発を引き続き推進していきたいと考えている。

〇 一方、利用率の向上については、先ほどの健保連の意見にもあったが、保険者だけの取組では限界があ
ることも事実である。医療機関での取組もしかり、国においても資格確認書や資格情報のお知らせなど、新し
い仕組みがこの年末から稼働するので、早期に周知・広報を行っていただくようにお願いしたい。

〇 最後に、電子処方箋については、導入状況が芳しくないと言わざるを得ない。医療DXの実現には患者の
目線での推進が重要である。電子処方箋の場合、利用によって薬剤の情報を、医師、薬剤師とリアルタイム
で共有できてリスクが減少するなど、患者の皆様にとってのメリットをわかりやすく周知・広報していくことが重
要と考える。こうしたDXの導入というものは、患者に対する医療の質の向上のみならず、医療の供給サイド
における事務の効率化などにもつながるものである。医療DXの推進のために必要な費用については、今後、
いろいろあると思うが、受益者負担の観点をぜひ取り入れていただいて、関係者間で議論の上、決めていた
だく必要があるものと考えている。
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保険者協議会

第３９回 保険者協議会中央連絡会（2024.３.27 開催） （出席：川又理事）

議題 市町村国保と全国健康保険協会（協会けんぽ）が共同して進める健康づくりモデル事業について

発言

○ 国保中央会からのご報告、どうもありがとうございます。協会けんぽとしても共同してこの事業に取り組ま
せていただいている。

国保中央会のリーダーシップのもとで、特定保健指導等のハイリスクアプローチの共同実施、それから先
ほどもご紹介があったように、地域の健康課題を明らかにするといった目的のために、お互いが持つ健診
データ等の集計地を活用した共同分析を行っているところである。課題の解決に向けて、共同事業に取り組
むことによって、医療費適正化にもつながることが期待できると考えている。

本モデル事業の成功に向けて、引き続き関係者の皆様と連携を密にしながら取り組んでいきたいと考えて
いる。
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３. 国際協力について
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インドネシア BPJS Kesehatanとの国際協力について

〇 2004年「国家社会保障制度に関する法律」が成立（2014年1月施行）、2019年までに国民皆保険を目指すこととなった。

〇 2014年1月、医療保険制度の実施機関として、非営利の公共事業体である「BPJS Kesehatan」が設立された。

〇 加入者は全国民（ただし2020年時点での加入率は83％。インドネシアの人口は約2.7億人）及び６か月以上インドネシアで働く外国人。

〇 被保険者本人、配偶者、21歳未満の家族に対し、入院・外来・薬剤・出産・救急医療等が給付される。ただし、まずは第一次医療機関

（保健センター等）にかかることが求められ、そのほかの医療機関を受診するには紹介状が必要。また、受診先はBPJS提携病院（公立病院

が中心）でなければならない。

〇 患者負担は原則として無料（ただし、一定の基準を超過した部分は自己負担）。

〇 保険料は、公務員・軍人・賃金労働者については賃金の５％（雇用者４％・被保険者１％）、非賃金労働者・非労働者は入院時の病室等級

に合わせて定額。貧困層は政府が補助する。

ムンディハルノ局長

参考：インドネシアの医療保険制度について

〇 2024年２月16日、インドネシアの医療保険実施機関「BPJS Kesehatan」ムンディハルノ コンプライアンス・機関間

関係局長他が協会に来訪。日本の医療保険制度の仕組みや協会けんぽの取組について説明し、意見交換を実施。

〇 その際、インドネシア側から、両機関の間の情報交換や連携を円滑に実施するため、「了解覚書（Memorandum of

Understanding）」を締結したいとの打診があり、今後、覚書締結に向けた交渉を進める方向で調整中。

北川理事長
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・協会けんぽでは、外国人加入者の増加に伴って、キーコンセプトである
「加入者及び事業主の皆様への質の高いサービスの提供」を実現するた
め、相談業務における多言語対応を実施しています。

・コールセンターの通訳機能を活用し、先行して令和６年７月からコール
センターを導入している８支部（北海道支部、埼玉支部、東京支部、神奈
川支部、愛知支部、大阪支部、兵庫支部、福岡支部）において多言語対応

を実施しています。

・また、令和６年９月のマイナンバーコールセンターの設置にあわせて、
残りの39支部においても対応予定となっています。

・対応言語については、以下の言語です。

英語・中国語・韓国語・スペイン語・タガログ語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・
インドネシア語・ネパール語・ビルマ語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・
マレー語、クメール語、モンゴル語、シンハラ語・ヒンディー語・ベンガル語・ウルドゥー語

● 令和６年６月14日の日本経済新聞朝刊５面に令和６年９月から開設を予定しているマイナンバー
コールセンターの多言語化対応に関する記事が掲載されました。

協会けんぽにおける多言語対応について


